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取締役会の実効性評価の概要 

当社では、2018年12月から2019年１月にかけて、取締役会の実効性評価（第３回）を行い、その結果を踏まえて取締

役会の改善に取り組みました。その概要は、以下のとおりです。 

 

(１）実施の方法および内容 

・ すべての役員を対象に、外部機関を利用したアンケートを実施しました。アンケート項目は、まず活動の振返りとして、取締 

役会の監督機能強化や役員研修制度の改善、取締役会での十分な審議時間の確保、論点整理や情報提供の充実 

度について、次に今後の活動に関しては、取締役会で関与・審議すべきテーマやリスク、指名・報酬委員会の実効性向上 

のための課題、役員全体で補強すべき能力・知識・経験、充実した審議のための課題や対策などを問うものとしました。 

・ アンケートへの回答を取締役会事務局および外部機関が分析・評価し、その結果を取締役会に報告・共有したうえで、 

取締役会の場で出席役員による意見交換を実施しました。 

 

（２）評価結果 

・ 前回（第２回）の実効性評価で課題とされた項目の多くが概ね改善されたとの評価が得られましたが、テーマによっては 

もっと時間をかけて議論すべき、社外役員にも分かりやすい資料の工夫が必要、といった課題が示されました。 

 

（３）改善の取り組み 

・ 指名・報酬委員会の活動をさらに充実させるとともに、同委員会での議論やリスクマネジメント委員会の活動状況を定期 

的に取締役会に報告して共有するようにしました。 

・ 役員他の経営幹部を対象に、グループ経営やサステナビリティをテーマにした研修を企画、実施しました。 

・ 取締役会資料のフォーマットを改良し、冒頭で審議の目的・論点や報告の要旨を示すとともに、議題によっては社内議論 

での争点や意見を紹介するようにしました。 

 

当事業年度の実効性評価（第４回）としては、外部機関を利用した役員へのアンケート（当事業年度の取り組みの評価お

よび今後の課題や必要な取り組みなどを問うもの。指名・報酬委員会の実効性評価も含む）を 2019年12月から2020年１

月にかけて実施しました。 

その後、アンケートに対する回答結果および外部機関による評価を取締役会に報告・共有したうえで、取締役会の場で出席役

員による意見交換を行っています。 

アンケートでは、前回の実効性評価を踏まえた取り組みによって一定の成果が得られたとの全体評価でしたが、今後の課題およ

び具体的な取り組み案を取締役会の場であらためて共有し、さらなる改善に努めていきます。 

今後も毎年、取締役会の実効性評価を行いながら、当社グループの中長期的な発展に資する経営体制の構築に努めていき

ます。 

以上 


